
農用地利用集積等促進計画（賃借権又は使用貸借による権利の移転関係） 市町名（野洲市）

面積 移転の時期 終　期 借　賃
市町 大字 字 地番 ㎡ 年.月.日 年.月.日 （/10a）

1 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 永原 宮裏 1993 田 2,337 賃借権 水田 R6.5.1 R12.12.31 6年8ヶ月 8,000円
指定の口座から毎年11
月15日に引落し

株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

2 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 永原 照子 1957 田 3,038 賃借権 水田 R6.5.1 R12.12.31 6年8ヶ月 8,000円
指定の口座から毎年11
月15日に引落し

株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

3 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 永原 田軍田 1873 田 3,811 賃借権 水田 R6.5.1 R12.12.31 6年8ヶ月 8,000円
指定の口座から毎年11
月15日に引落し

株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

4 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 永原 田軍田 1884 田 322 賃借権 水田 R6.5.1 R12.12.31 6年8ヶ月 8,000円
指定の口座から毎年11
月15日に引落し

株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

5 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 五之里 ホウジ 846-1 田 1,502 使用貸借権 水田 R6.5.1 R13.12.31 7年8ヶ月 ― ― 株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

6 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 五之里 恩城寺 757-1 田 2,973 賃借権 水田 R6.5.1 R11.12.31 5年8ヶ月 8,000円
指定の口座から毎年11
月15日に引落し

株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

7 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 五之里 丸橋 699 田 2,999 使用貸借権 水田 R6.5.1 R13.12.31 7年8ヶ月 ― ― 株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

8 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 五之里 丸橋 702 田 3,065 賃借権 水田 R6.5.1 R14.12.31 8年8ヶ月 8,000円
指定の口座から毎年11
月15日に引落し

株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

9 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 五之里 丸橋 705 田 3,002 使用貸借権 水田 R6.5.1 R13.12.31 7年8ヶ月 ― ― 株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

10 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 五之里 桑野 618-1 田 2,328 賃借権 水田 R6.5.1 R10.12.31 4年8ヶ月 8,000円
指定の口座から毎年11
月15日に引落し

株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

11 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 五之里 桑野 618-2 田 543 賃借権 水田 R6.5.1 R10.12.31 4年8ヶ月 8,000円
指定の口座から毎年11
月15日に引落し

株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

12 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 五之里 正森 713-1 田 4,300 賃借権 水田 R6.5.1 R10.12.31 4年8ヶ月 30kg 物納 株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

13 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 五之里 正森 717-1 田 2,918 賃借権 水田 R6.5.1 R10.12.31 4年8ヶ月 60kg 物納 株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

14 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 五之里 正森 718-1 田 3,004 賃借権 水田 R6.5.1 R10.12.31 4年8ヶ月 8,000円
指定の口座から毎年11
月15日に引落し

株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

15 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 五之里 正森 719-1 田 2,897 使用貸借権 水田 R6.5.1 R13.12.31 7年8ヶ月 ― ― 株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

16 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 五之里 南平 655 田 1,336 賃借権 水田 R6.5.1 R10.12.31 4年8ヶ月 8,000円
指定の口座から毎年11
月15日に引落し

株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

17 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 五之里 南平 657 田 3,598 賃借権 水田 R6.5.1 R10.12.31 4年8ヶ月 8,000円
指定の口座から毎年11
月15日に引落し

株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

18 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 五之里 北ノ田 822 田 1,705 賃借権 水田 R6.5.1 R10.12.31 4年8ヶ月 30kg 物納 株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

19 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 五之里 綿木 772 田 3,156 賃借権 水田 R6.5.1 R10.12.31 4年8ヶ月 8,000円
指定の口座から毎年11
月15日に引落し

株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

20 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 五之里 綿木 774 田 2,159 賃借権 水田 R6.5.1 R11.12.31 5年8ヶ月 8,000円
指定の口座から毎年11
月15日に引落し

株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

21 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 五之里 綿木 776 田 4,335 使用貸借権 水田 R6.5.1 R13.12.31 7年8ヶ月 ― ― 株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

22 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 五之里 綿木 780 田 3,003 賃借権 水田 R6.5.1 R10.12.31 4年8ヶ月 30kg 物納 株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

23 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 五之里 綿木 784-1 田 1,512 賃借権 水田 R6.5.1 R10.12.31 4年8ヶ月 60kg 物納 株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

24 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 五之里 野田 797 田 2,501 賃借権 水田 R6.5.1 R10.12.31 4年8ヶ月 60kg 物納 株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

25 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 五之里 野田 798 田 3,416 賃借権 水田 R6.5.1 R14.12.31 8年8ヶ月 8,000円
指定の口座から毎年11
月15日に引落し

株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

26 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 五之里 六ノ坪 672 田 3,261 賃借権 水田 R6.5.1 R10.12.31 4年8ヶ月 8,000円
指定の口座から毎年11
月15日に引落し

株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

27 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 五之里 六ノ坪 673 田 1,680 賃借権 水田 R6.5.1 R10.12.31 4年8ヶ月 8,000円
指定の口座から毎年11
月15日に引落し

株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

28 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 五之里 六ノ坪 674 田 3,330 賃借権 水田 R6.5.1 R10.12.31 4年8ヶ月 60kg 物納 株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

29 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 上屋 狐塚 2264 田 2,985 賃借権 水田 R6.5.1 R15.12.31 9年8ヶ月 5,000円
指定の口座から毎年11
月15日に引落し

株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

30 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 上屋 狐塚 2268 田 3,021 賃借権 水田 R6.5.1 R8.12.31 2年8ヶ月 8,000円
指定の口座から毎年11
月15日に引落し

株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

31 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 上屋 深澤 2202 田 998 賃借権 水田 R6.5.1 R15.12.31 9年8ヶ月 5,000円
指定の口座から毎年11
月15日に引落し

株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

32 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 上屋 深澤 2203 田 1,234 賃借権 水田 R6.5.1 R15.12.31 9年8ヶ月 5,000円
指定の口座から毎年11
月15日に引落し

株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

33 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 上屋 深澤 2204 田 2,939 賃借権 水田 R6.5.1 R15.12.31 9年8ヶ月 5,000円
指定の口座から毎年11
月15日に引落し

株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

34 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 上屋 深澤 2205 田 3,062 賃借権 水田 R6.5.1 R15.12.31 9年8ヶ月 5,000円
指定の口座から毎年11
月15日に引落し

株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

35 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 上屋 深澤 2206 田 3,015 賃借権 水田 R6.5.1 R15.12.31 9年8ヶ月 5,000円
指定の口座から毎年11
月15日に引落し

株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

36 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 上屋 深澤 2207 田 3,038 賃借権 水田 R6.5.1 R15.12.31 9年8ヶ月 5,000円
指定の口座から毎年11
月15日に引落し

株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

番号
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37 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 上屋 深澤 2208 田 503 賃借権 水田 R6.5.1 R11.12.31 5年8ヶ月 5,000円
指定の口座から毎年11
月15日に引落し

株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

38 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 上屋 深澤 2209 田 507 賃借権 水田 R6.5.1 R11.12.31 5年8ヶ月 5,000円
指定の口座から毎年11
月15日に引落し

株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

39 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 上屋 深澤 2210 田 503 賃借権 水田 R6.5.1 R11.12.31 5年8ヶ月 5,000円
指定の口座から毎年11
月15日に引落し

株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

40 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 上屋 深澤 2211 田 506 賃借権 水田 R6.5.1 R11.12.31 5年8ヶ月 5,000円
指定の口座から毎年11
月15日に引落し

株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

41 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 上屋 深澤 2212 田 504 賃借権 水田 R6.5.1 R11.12.31 5年8ヶ月 5,000円
指定の口座から毎年11
月15日に引落し

株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

42 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 上屋 深澤 2213 田 504 賃借権 水田 R6.5.1 R11.12.31 5年8ヶ月 5,000円
指定の口座から毎年11
月15日に引落し

株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

43 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 上屋 深澤 2214 田 3,034 賃借権 水田 R6.5.1 R15.12.31 9年8ヶ月 5,000円
指定の口座から毎年11
月15日に引落し

株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

44 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 上屋 深澤 2215-1 田 291 賃借権 水田 R6.5.1 R15.12.31 9年8ヶ月 5,000円
指定の口座から毎年11
月15日に引落し

株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

45 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 冨波乙 下繰子 944-1 田 1,876 賃借権 水田 R6.5.1 R14.12.31 8年8ヶ月 8,000円
指定の口座から毎年11
月15日に引落し

株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

46 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 冨波乙 妻ノ神 999 田 1,993 賃借権 水田 R6.5.1 R11.12.31 5年8ヶ月 8,000円
指定の口座から毎年11
月15日に引落し

株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

47 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 冨波乙 童子 962 田 3,010 賃借権 水田 R6.5.1 R14.12.31 8年8ヶ月 8,000円
指定の口座から毎年11
月15日に引落し

株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

48 岩井　俊樹 滋賀県野洲市 野洲市 冨波乙 北水白 907 田 2,465 賃借権 水田 R6.5.1 R12.12.31 6年8ヶ月 8,000円
指定の口座から毎年11
月15日に引落し

株式会社　ＩＷＡＩ　ＦＡＲＭ 滋賀県野洲市

　１　当該農用地等を適正に利用していないと認めるとき
　２　当該農作業を適正に行っていないと認めるとき
　３　正当な理由がなくて法第21条第１項の規定による報告をしないとき

※公益財団法人滋賀県農林漁業担い手育成基金は、農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号。以下「法」という。）第18条第７項の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところにより賃借権の設定等を受けた者が、次の各号のいずれかに
該当するとき、又は農地法（昭和27年法律第229号）第６条の２第２項の規定による通知を受けたときは、知事の承認を受けて、農用地等に係る賃貸借又は使用貸借の解除をすることができる。


